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議案第１３９号 

上越市吉川ゆったりの郷条例の一部改正について 

上越市吉川ゆったりの郷条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和７年１２月４日提出 

                          上越市長  小 菅 淳 一 

 

上越市吉川ゆったりの郷条例の一部を改正する条例 

上越市吉川ゆったりの郷条例（平成１６年上越市条例第９５号）の一部を次のように改正

する。 

第９条中「午後１０時」を「午後９時」に改める。 

第１０条第２号を次のように改める。 

⑵ １月１日及び同月２日 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１４条関係） 

区分 単位 上限額 摘要 

浴場 

中学生以上 

１人 

１，０００円 ・３歳未満の乳幼児

は、無料とする。 
小学生 ３５０円 

未就学児 １００円 

和室 

２１畳の室 

１室１時間 

２，６２０円  

１５畳の室 １，５７５円 

１２畳以下の室 １，１００円 

ゲートボール場 １面１時間 ８００円  

 備考 

１ 和室及びゲートボール場の利用時間が１時間に満たないときは、１時間として計算

する。 

２ この表に定める額は、税を含む額とする。 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第１４条関係） 

区分 単位 上限額 摘要 

浴場 

中学生以上 

１０枚つづり 

９，１００円  

小学生 ３，２００円 

未就学児 ９００円 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第９条、第１０条及び別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第２の規定は、施行日以後に発行する回数利用券について適用し、施行日

前に発行された回数利用券については、なお従前の例による。 


